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北九州市告示第３４１号 

 ふるさと北九州市応援寄附金の納付について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３１条の２第６項の規定による指定代理納付者を指定したので

、北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第２４条の３第２項

の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年１０月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

指 定 代 理 納 付 者 
指 定 期 間 

名   称 住   所 

ＧＭＯペイメントゲー

トウェイ株式会社 

東京都渋谷区道玄坂一

丁目２番３号 

令和３年９月１４日か

ら令和４年３月３１日

まで 
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北九州市告示第３４２号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、ふるさと北九州市応援寄附金の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和３年１０月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁

目１４番１号 

令和３年９月１４日か

ら令和４年３月３１日

まで 
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北九州市告示第３４３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第１１５条

の１５第２項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７８条

の１１第２号及び第１１５条の２０第２号の規定により次のとおり告示する。   

令和３年１０月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０９０１

００４１５

潮風 デ イサ ー

ビス 

北九州市門司区

新開１３番１４

号 

医療法人社団

養寿園 

令和３年

１０月３

１日 
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北九州市告示第３４４号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により

次のとおり告示する。

  令和３年１０月１日  

北九州市長 北 橋 健 治  

育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更

指定自立支援医

療機関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日 

みのる調剤薬局

旧
北九州市戸畑区天神一丁目１２

番２号 

令和３年１０

月１日 

新
北九州市戸畑区天神二丁目１番

２号
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北九州市告示第３４５号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和３年１０月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

訪問看護（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

えみゅ 

北九州市小倉北区三郎丸一丁目７

番５号２階 

令和３年１

０月１日 
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北九州市告示第３４６号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。

  令和３年１０月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 医科（精神通院医療）所在地の変更

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

ホームクリニック小倉 旧 北九州市小倉北区若富士町５

番１２号２階 

令和３年１

０月１日 

新 北九州市小倉北区三萩野二丁

目４番８号 

２ 薬局（精神通院医療）所在地の変更

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

みのる調剤薬局 旧 北九州市戸畑区天神一丁目１

２番２号 

令和３年１

０月１日 

新 北九州市戸畑区天神二丁目 1

番２号 
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北九州市告示第３４７号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条

第１項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可申請があったので、同条

第４項の規定により次のとおり告示し、申請書及び同条第３項の書類を公衆の

縦覧に供する。 

 なお、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期

間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、北九州市長に生活

環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。 

  令和３年１０月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請者 

 北九州市八幡西区黒崎三丁目９番２２号 

 株式会社 新菱 

 代表取締役 江藤俊郎 

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所 

 北九州市若松区向洋町１０番３１号 

３ 産業廃棄物処理施設の種類 

 廃プラスチック類の焼却施設 

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 

 廃プラスチック類 

５ 申請年月日 

 令和３年８月２０日 

６ 縦覧場所 

 北九州市小倉北区城内１番１号 

 北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課 

７ 縦覧期間 

  令和３年１０月１日から令和３年１１月１日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の、毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

８ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和３年１１月１５日までに、第６項の

縦覧場所に到着するように提出すること。 

（１） 意見を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

（２） 申請者 

（３） 産業廃棄物処理施設の設置の場所 
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（４） 産業廃棄物処理施設の種類 

（５） 生活環境の保全上の見地からの意見 
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北九州市公告第６９３号

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。

令和３年１０月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 売り払う物件

 （１） 所在地 北九州市小倉南区徳吉西二丁目５７９番１

 （２） 公簿地目 宅地

 （３） 実測面積 ２，３１１．１３平方メートル

 （４） 最低売却価格 ６，４２５万円

２ 契約条項を示す場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課

 （２） 期間

    この公告の日（以下「公告日」という。）から令和３年１２月３日まで

（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前

９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

３ 入札条件を示す場所及び期間並びに入札実施要領の交付方法

 （１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課

 （２） 期間

   公告日から令和３年１０月２９日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

 （３） 入札実施要領の交付方法

   北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課の

ホームページからダウンロードする方法により交付する。ただし、これに

より難い場合は、第１号の場所において無償で交付する。

 北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課の

ホームページ

 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/25801239.html  

４ 現地見学会の日時及び参加申込みを受け付ける期間
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 （１） 日時

令和３年１０月１３日の午前１０時から午前１１時まで

 （２） 参加申込みを受け付ける期間

公告日から令和３年１０月１１日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

参加申込みは、北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジ

メント政策課に電子メール又はＦＡＸで行うこと。

北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課の

電子メールアドレス

kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp  

５ 入札に参加するための要件

  あらかじめ入札参加申込みを行い、第９項に規定する入札参加者としての

資格を有するか否かについて審査を受けなければならない。

６ 入札参加申込みを受け付ける場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課

 （２） 期間

令和３年１０月２８日及び同月２９日のそれぞれ午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで

来庁日時については、あらかじめ北九州市企画調整局都市マネジメント

政策部都市マネジメント政策課に電話で連絡し調整すること。

７ 入札及び開札の日時及び場所

 （１） 入札日時 令和３年１２月３日 午前１０時

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。

 （３） 入札及び開札の場所 

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室

８ 入札保証金

 （１） 入札価格の１００分の１０以上

 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、北九州市に帰属

する。

９ 入札に参加することができる者の資格

次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。

 （１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、アからエまでの事実があった
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後２年を経過していない者

  ア 入札を取り消されたことがある者

  イ 落札者として資格を取り消されたことがある者

  ウ 先着順売払いの申込みを取り消されたことがある者

  エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者

 （２） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者

 （３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）のほか、次に掲げる者

  ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者

  イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

  ウ 次のいずれかに該当する者

   （ア） 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営

に実質的に関与している者

（イ） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者

（ウ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

（エ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者

（オ） 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用して

いる者

エ アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

（４） 契約規則第２条の規定に該当する者

１０ 入札の無効

契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

１１ 入札の中止

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、又は延期することがある。この

場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けても、北九

州市は、補償の責めを負わない。

１２ 先着順売払いについて
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  売払い物件について入札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないと

きは、先着順により申込みを受け付け売り払う。

（１） 受付及び申込書を交付する場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課

（２） 受付期間

令和３年１２月１３日から令和４年２月１０日まで（日曜日等及び令和

３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

（３） 申込みを行うことができる者の資格

  入札に参加することができる者の資格と同じ。

１３ 入札等に係る問合せ先

  北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課

電話 ０９３－５８２－２０７６

ＦＡＸ ０９３－５８２－２１７６
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北九州市公告第６９４号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  令和３年１０月１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 委託内容 

 （１） 業務名及び数量 令和４年度固定資産税・都市計画税（土地・家屋

）及び固定資産税（償却資産）納税通知書作成、封入封かん及び発送業

務 一式

 （２） 履行の内容等 入札説明書及び入札仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から令和４年５月１０日まで 

 （４） 成果品納入場所 北九州市の指定した場所 

（５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  （以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） この公告の日前３年間に、個人情報が記載された通知書作成、封入

封かん、発送業務等を地方自治体等の官公庁から受託した実績があるこ

と。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （５） 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを

付与されている者であること。 

３ 入札の場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 
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ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

     北九州市財政局税務部固定資産税課 

  イ 日時 この公告の日から令和３年１０月２１日まで（日曜日及び土曜

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後５時まで並びに同月２２日の午前９時から午前１０時まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

 （３） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 

  望する者は、令和３年１０月８日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競

争参加の申出書を北九州市財政局税務部固定資産税課に提出しなければ

ならない。 

（４） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号  

       北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

イ 日時 令和３年１０月１５日 午前１１時 

  ウ 途中入場は、認めない。 

 （５） 仕様書に対する質問 

入札説明会後において、仕様書に対する質問がある場合は、次のとお

り書面により提出すること。 

なお、書面は、ファックス又は電子メールによるものも受け付ける。 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

  イ 期限 令和３年１０月１８日午後４時までに必着のこと。 

  ウ 質問書に対する回答は、入札説明会に参加した者に令和３年１０月１

９日午後５時までにファックス又は電子メールで行う。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

  イ 日時 令和３年１０月２２日 午前１０時 

４ 競争入札参加資格の確認 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり実績資料を提出し確

認を受け、入札説明会に参加しなければならない。 

 （１） 実績資料 第２項第３号に該当する実績を明記し、履行を確認する

ことができる書面又は契約書の写しを添付すること。 

 （２） 提出期間、場所及び方法 

  ア 提出期間 この公告の日から令和３年１０月８日まで（日曜日及び土
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曜日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時

から午後５時まで 

  イ 提出場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

         北九州市財政局税務部固定資産税課 

  ウ 提出方法 資料は、持参するものとする。 

 （３） 競争入札参加資格の確認の結果は、令和３年１０月１２日までに通

知する。 

 （４） その他 

   提出された資料は、返却しない。 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

 条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者 

となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合 

した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締 

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不 

適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって 

入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすること 

がある。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 
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 北九州市財政局税務部固定資産税課 

 〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

 電話 ０９３－５８２－２０３５ 

   ＦＡＸ ０９３－５８２－８６１１ 
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北九州市公告第６９５号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年１０月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

高見ショッピングセンター 

  北九州市八幡東区高見二丁目１４２０番３ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

 （１） 株式会社スピナ 

北九州市八幡東区平野二丁目１１番１号 

   代表取締役 野嵜武秀 

 （２） 北九州市住宅供給公社 

   北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 

   理事長 村上純一 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

北九州市住宅供給公社 

    北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 

    理事長 大関達成 

  イ 変更後 

北九州市住宅供給公社 

    北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 

    理事長 村上純一 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

    株式会社富士通パーソナルズ 
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    東京都港区港南二丁目１５番２号品川インターシティＢ棟 

    代表取締役社長 大橋慎太郎 

    他２８者 

  イ 変更後 

    株式会社ティーガイア 

    東京都渋谷区恵比寿四丁目１番１８号恵比寿ネオナート１４～１８階 

    代表取締役社長執行役員 金治伸隆 

    他２８者 

４ 変更の年月日 

 （１） 前項第１号 令和３年７月１日 

（２） 前項第２号 令和３年９月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年９月２２日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和４年２月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和３年１

２月２９日から令和４年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分から

午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和４年２月１日までに北九州市産業経

済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出

すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第６９６号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年１０月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ファッションセンターしまむら一枝店 

  北九州市戸畑区一枝二丁目２番１０ 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社スピナ 

  北九州市八幡東区平野二丁目１１番１号 

  代表取締役 野嵜武秀 

３ 変更した事項 

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法 

人にあっては代表者の氏名 

 （１） 変更前 

   株式会社しまむら 

   さいたま市北区宮原町二丁目１９番４号 

   代表取締役社長 鈴木 誠 

   ほか１者 

 （２） 変更後 

   株式会社しまむら 

   さいたま市大宮区北袋町一丁目６０２番１号 

   代表取締役社長 鈴木 誠 

   ほか１者 

４ 変更の年月日 

令和３年９月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 
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令和３年９月２２日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和４年２月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和３年１

２月２９日から令和４年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分から

午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和４年２月１日までに北九州市産業経

済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出

すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第６９７号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年１０月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ショッピングパーク鞘ケ谷 

  北九州市戸畑区東鞘ケ谷町４番６ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社スピナ 

  北九州市八幡東区平野二丁目１１番１号 

  代表取締役 野嵜武秀 

３ 変更した事項 

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法 

人にあっては代表者の氏名 

 （１） 変更前 

   ジョウツー株式会社 

   熊本市中央区渡鹿三丁目１１番１号 

   代表取締役 後藤英夫 

   ほか５者 

 （２） 変更後 

   ジョウツー株式会社 

   熊本市中央区大江二丁目１６番３号 

   代表取締役 後藤英夫 

   ほか５者 

４ 変更の年月日 

令和３年９月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 
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令和３年９月２２日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和４年２月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和３年１

２月２９日から令和４年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分から

午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和４年２月１日までに北九州市産業経

済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出

すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市上下水道局告示第２５号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和３年１０月１日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日

Ｎ－１６４ 林田工業 林田 裕 北九州市八幡西

区東鳴水二丁目

４番３５号 

令和３年１

０月１日 
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